
令和６年２月５日  

総 務 部 人 事 課  

  

 

世田谷区障害者活躍推進計画(令和６年度～令和８年度)（案）について 

 

 

１ 主旨 

  「障害者の雇用の促進等に関する法律」(「障害者雇用促進法」)第７条の３第１項に

定める「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計

画」(以下「障害者活躍推進計画」)として、区においても令和２年４月に「世田谷区

障害者活躍推進計画(令和２年度～令和５年度)」を策定し、障害のある職員の計画的

な採用による雇用率の向上や、障害の種別を問わず職員が安心して安定的に働くこと

ができる環境の整備に取り組んできた。 

現在の障害者活躍推進計画が令和５年度末で満了を迎えることもあり、区では昨年度

から障害者雇用に関係する庁内組織において「障害者活躍推進会議」を設置し検討を重

ねた結果、世田谷区障害者活躍推進計画(令和６年度～令和８年度)（案）として取りま

とめたので報告する。 

 

 

２ 計画（案）の内容 

  別紙１「世田谷区障害者活躍推進計画(令和６年度～令和８年度)（案）概要版」及び 

別紙２「世田谷区障害者活躍推進計画(令和６年度～令和８年度)（案）」のとおり 

 

 

３ 今後のスケジュール 

  令和６年３月 計画策定 
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世田谷区障害者活躍推進計画(令和６年度～令和８年度)(案) 概要版 

 

 

●計画策定の趣旨 

 区では、令和２年４月に策定した「世田谷区障害者活躍推進計画(令和２年度～令和５年度)」が令和５年

度末をもって計画期間を満了することに伴い、障害のある職員の計画的な採用による雇用率の向上や、障害

の種別を問わず安心して安定的に働くことができる環境の整備に取り組むため、新たな計画を策定する。 

  根拠法令：障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)第７条の３第１項に定める「障害者で

ある職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」 

 

 

●計画期間 

 令和６年４月～令和９年３月(３年間) 

 

●基本理念 

 

 

 

職員一人ひとりがお互いの人格や個性を尊重し、障害のある職員が能力を

有効に発揮できる職場環境の実現 

別紙１ 2



●計画目標と重点的な取組み 

 目標１ 障害者雇用率の向上  

 

 

 

 

    【目標達成に向けた重点的な取組み】 

① 障害のある新規採用常勤職員の積極的な採用と各課への配置の拡大  

② 集約型職場の拡充【拡充】 

③ 障害のある会計年度任用職員の週所定労働時間２０時間未満の職の設置【新規】 

④ 新たな雇用機会の創出 

目標２ 庁内職員の障害者雇用に対する理解の促進 

 

 

 

   【目標達成に向けた重点的な取組み】 

① 支援体制の推進 

② 物理的環境の更なる整備 

③ 庁内職員の障害に対する理解の促進【拡充】 

【指標】障害者実雇用率                        各年度６月１日時点 

【指標】障害者雇用理解促進研修等受講者理解度            各年度３月３１日時点 
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目標３ 障害のある常勤職員の定着率の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標達成に向けた重点的な取組み】 

① 人事課障害者雇用推進チームの支援体制の検討 

② 職員の自己理解への支援を通じた安定した就労の推進【新規】 

③ コミュニケーション活性化のための支援【新規】 

④ 各職場における障害理解のさらなる促進【新規】 

⑤ 採用前における仕事への向き合い方や勤務条件等の情報共有の場の設置【新規】 

⑥ 目標設定を通じた支援の導入【新規】 

⑦ キャリアプラン形成に対する支援【新規】 

 

●その他の取組み 

  ・職員募集の積極的な周知や、職務を体験できる職場実習の実施【拡充】 

  ・一般就労を目的としたチャレンジ雇用の継続実施        ほか 

【指標】障害のある常勤職員の定着率                 各年度３月３１日時点 
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世田谷区障害者活躍推進計画(案) 
 
 

― 令和６年度～令和８年度 ― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年４月 
 
 
 
                        世 田 谷 区 長 
            世 田 谷 区 教 育 委 員 会 
                        世 田 谷 区 議 会 議 長 

   世田谷区選挙管理委員会 
            世田谷区代表監査委員 
 
 
 
 
 
               
 

別紙２ 
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１ 趣旨 

令和元年６月の障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」）の改

正、ならびに厚生労働大臣が作成する指針に即し、「障害者である職員の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関する計画」として、世田谷区においても令和２年４月に「世

田谷区障害者活躍推進計画(令和２年度～令和５年度)」を策定し、障害のある職員の計画

的な採用による雇用率の向上や、障害の種別を問わず安心して安定的に働くことができる

環境の整備に取り組んできた。 
当初の計画期間が令和５年度末をもって満了することから、これまでの取組状況を踏

まえた、新たな計画を策定する。 
 
 
２ 計画の位置づけ 

本計画は、障害者雇用促進法第７条の３に定める「障害者である職員の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関する計画」とする。 
なお、区全体で障害者の活躍推進に向けた取組みを推進するため、各任命権者が連名

で計画を策定する。 

※障害者雇用促進法における障害者とは、障害者雇用促進法第２条１項に定めるところにより、身

体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害があるため、長期に

わたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難なものをいう。 
 
 
３ 計画期間 
  令和６年４月～令和９年３月（３年間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「障害」の表記について 
  本計画では、法律における「障害」の表記に合わせて、原則としてすべての文章で「障

害」の表記をしています。 
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４ 障害者活躍推進計画(令和２年度～５年度)の目標達成状況と今後の課題 
  障害のある職員が活躍しやすい職場づくりや人事管理の推進、庁内における障害理解

の促進等、雇用の質を確保するための取組みについて全庁をあげて推進し、障害の種別

を問わず安心して安定的に働くことができる環境の実現に向け、前期計画では以下の３

つの目標と指標を定め、取り組んだ。 
 
（１）計画的な障害者の採用による法定雇用率の充足とさらなる雇用率の向上 
 
 【指標】障害者雇用率                     各年度６月１日時点 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
法定雇用率 ２．５０％ ２．５０％ ２．６０％ ２．６０％ ２．６０％ 
目標値※１ － － ２．６０％ － ２．７０％ 

実績値 
１．９９％ 

内訳:区長部局 1.95％ 

  教育委員会 2.17％ 

２．３１％ 
内訳：区長部局 2.21％ 

  教育委員会2.78％ 

２．６１％ 
内訳：区長部局 2.58％ 

  教育委員会2.56％ 

２．７０％ 
    ※２ 

２．６５％ 
   ※２ 

  ※１ 目標値 令和３年度までに２．６０％、令和５年度までに２．７０％の達成 
  ※２ 令和３年６月３０日に地方公共団体の機関による特例認定により、令和４年度以降は、全体の実

績値のみ公表 
 
  【評価・今後の課題】 
  法定雇用率及び目標値については、それぞれ令和３年度及び令和４年度に達成するこ

とができたが、令和４年度に障害のある職員の退職が発生したこともあり、令和５年

度には法定雇用率は達成したものの、目標値を達成することはできなかった。 
  今後も予定されている法定雇用率の引上げ(令和６年４月２．８％、令和８年７月３．

０％)に対応していくため、引き続き障害のある職員の計画的な採用を行っていく必要

がある。また、採用に合わせて、障害のある職員が特性を活かし活躍できる職域の拡

大等についても進めていく必要がある。 
 

（２）障害のある職員の職場定着 
 
 【指標】採用後３年間の離職率             各年度３月３１日時点 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
障害者採用職員 ０％ ３．４５％ ３．９２％ ６．３８％ 
一般採用職員 ５．２６％ ６．４７％ ５．７７％ ４．０８％ 

  ※目標値 障害者採用職員の離職率を各年度５％未満とする  
 【指標】平均勤続年数                  各年度３月１日時点 

   令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
障害者採用職員 １６年２月 １２年８月 ９年１１月 ９年１１月 
常勤職員全体 １６年２月 １６年２月 １５年８月 １６年 

  ※目標値 常勤職員全体の平均勤続年数以上 
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5 
 

【評価・今後の課題】 
  障害のある職員の採用後３年間の離職率は、令和４年度に退職者が複数発生したこと

等により、直近では目標値である離職率５％を超えている。また、平均勤続年数につ

いても、令和元年度以降、障害のある職員を積極的に採用したことにより、全体の勤

続年数が低下の傾向にあるため、常勤職員全体と比較しても、勤続年数は短くなって

いる。 
  特に採用後、２年目・３年目での病気休暇等の取得や退職といったケースが多くなっ

ており、障害のある職員が安心して安定的に働き続けることができるように、職場へ

の一層の定着支援について取り組んでいく必要がある。 
 

 （３）職員の障害者雇用に対する理解促進 
     
  【指標】障害者雇用理解促進に係る研修の実施回数及び参加人数 各年度３月３１日時点 
 
 
 
           
                
    ※１目標値 年３回(各年度) 
    ※２目標値 ６６０人(延べ人数：令和５年度末) 
 
  【評価・今後の課題】 
   庁内の管理職や職員向けに実施する障害者雇用理解促進研修に加え、障害のある職

員の配属職場向けに実施する障害のある職員支援担当者サポート研修を年２回実施す

るなど、障害者雇用に対する理解を深める機会については増やしたが、新型コロナ感

染防止に伴う研修会場の参加人数の制限等もあり、参加人数については目標値に届か

ない見込みとなっている。 
   今後は参加の機会を提供するだけでなく、より実践的な研修を実施するなど、研修

の受講者の習熟度を深めていく取組みについても検討していく必要がある。 

 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

令和５年度 

(見込み) 

実施回数 ※１ 年２回 年３回 年３回 年４回 年４回 

参加人数 ※２ 

(延べ人数) 

８１人 

(８１人) 

１５５人 

(２３６人) 

１１４人 

(３５０人) 

１０８人 

(４５８人) 

１１４人 

(５７２人) 
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５ 世田谷区障害者活躍推進計画(令和６年度～令和８年度)の基本理念 
 
   令和６年度からの新たな計画の実施にあたり、障害のある職員が活躍しやすい職場

づくりや人事管理の推進、庁内における障害理解の促進等、雇用の質を確保するため

の取組みを推進し、だれもが安心して安定的に働くことができる環境の整備に庁内が

一体となって取り組んでいくために、本計画では次項のとおり基本理念を掲げ、計画

を推進していく。 
 
 【世田谷区障害者活躍推進計画(令和６年度～令和８年度)基本理念】 
 
 
 
 
 
 

職員一人ひとりがお互いの人格や個性を尊重し、障害のある職員が能力を

有効に発揮できる職場環境の実現 
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６ 新たな目標と達成に向けた重点的な取組み 
 
 (１)雇用率の更なる向上を目指した障害のある職員の計画的な採用 
   新たに設定された法定雇用率の達成に向け、今後も障害のある職員の計画的な採用

を行い、雇用率の充足に取り組んでいく。 
 
  【目標】障害者雇用率の向上 
     今後の法定雇用率の改正に合わせて、以下のとおり障害者雇用率の向上を図る

ことを目標とする。 
【指標】障害者雇用率              各年度６月１日時点 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 
障害者雇用率

(目標値) 
2.80％ 2.88％ 2.94％ 3.01％ 

法定雇用率 2.80％ 2.80％ 2.80％ 3.0％ 

     ※令和５年６月１日時点雇用率 2.65％ 
 
  【目標達成に向けた重点的な取組み】 

① 障害のある新規採用常勤職員の積極的な採用と各課への配置の拡大 
     ・雇用率の更なる向上に向け、障害のある常勤職員の採用に継続的に取り組ん

でいく。また、職員だけでなく、配属先となる職場の支援にも努め、障害の

ある職員の配置先の拡大を図っていく。 
 
    ②集約型職場の拡充 
     ・令和２年に人事課に設置した集約型職場について、今後の新庁舎への移転に

合わせて、執務室の増設を行う。また、今後の集約型職場の運営については、

本庁舎以外の職場での設置や、現在の会計年度任用職員に加え、障害のある

常勤職員の配置についても他の自治体や民間の特例子会社などの事例も参考

に検討を行っていく。 
 
    ③障害のある会計年度任用職員の週所定労働時間２０時間未満の職の設置 
     ・令和６年４月より一定の障害者について、所定労働時間が週１０時間以上  

２０時間未満の勤務も雇用率の算定に認められることに伴い、当該短時間で

の障害のある職員の活用が可能な業務について検討を行い、会計年度任用職

員として雇用を行う。 
    
    ④新たな雇用機会の創出 
     ・障害のある職員の雇用機会を増やしていくために、各所管で委託や発注して

いる業務についても、区役所の障害のある職員を活用して実施することがで

きないか、費用対効果等も見ながら、検討を図る。 
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 (２)障害のある職員の活躍に向けた庁内環境整備の推進 
障害のある職員が特性を活かし、能力を有効に発揮させるため、庁内の物理的な環

境の整備や研修等を通じて、共に働く職員の障害に関する理解促進を図っていく。 
 
  【目標】庁内職員の障害雇用に対する理解の促進 

人事課で実施している障害者雇用理解促進研修、障害者雇用推進支援員サポート研 

修における研修後の受講者アンケートの障害雇用に関する理解の項目について、

「大変深まった」「深まった」の選択が全受講者の８０％以上とすることを目標と

する。 
【指標】障害者雇用理解促進研修等の受講者理解度  各年度３月３１日時点 

 
令和５年度 

(※実績) 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

目標値 ７８．２％ ８０％ ８０％ ８０％ 

       ※令和５年度の実績については、令和５年１１月末点での暫定値 
 
 
 【目標達成に向けた重点的な取組み】 

   ①支援体制の推進 
    ・区長部局及び教育委員会の人事部門の部長級職員を、引き続き障害者雇用推進

者として選任する。 
    ・区長部局の障害者雇用推進者を長とした障害者活躍推進会議において、障害者

活躍推進計画に定めた目標に対する達成状況等の報告を行い、計画の進捗管理

を行っていく。 
    ・人事課に設置している障害者雇用推進チームにおいて、障害のある職員や配属

職場の支援を引き続き行っていくとともに、区内に障害種別ごとに設置された

３か所の障害者就労支援センター(※)や庁内の各所管とも連携しながら、支援

を行っていく。  
     ※世田谷区の障害者就労支援センター…しごとねっと(主に精神障害)、ゆに(UNI)(主に発

達障害)、すきっぷ就労相談室(主に知的障害) 
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・障害のある職員の配属職場の管理職は、本人の特性の把握に努め、能力が有効 
に発揮できる職場づくりに取り組む。また、直属の上司及び業務指導にあたる

職員を障害者雇用推進支援員として選任し、障害のある職員の日常的な職務遂行

状況の把握や初期的な助言、生活全般における相談・指導を実施する。障害者雇

用推進支援員は、障害者雇用推進チームが実施する障害者雇用推進支援員サポー

ト研修に参加し、障害者雇用の理解に努める。 
 

②物理的環境の更なる整備 
    ・本庁舎の建て替えに伴い、障害のある職員を含む全ての人々が利用しやすい庁

舎を目指し、庁舎建設を始めとする関係所管と連携を図りながら、環境整備に

取り組む。 
・障害のある職員の障害特性に配慮し、各職場における職務の遂行に必要な施設・

設備等に合理的な配慮を講ずるとともに、職務の遂行に必要な器具等が生じた

場合は職員の意向に寄り添いながら、助言や器具の提供といった支援を行う。 
 
   ③庁内職員の障害に対する理解の促進 
    ・庁内の全管理職を対象に、管理職として認識すべき障害に関する理解や、障害

のある職員を受け入れる職場運営を念頭に置いた共有理解事項等の研修を実施

する。研修の実施にあたっては、既に障害のある職員を配属した職場から寄せ

られ、庁内での共有が可能な事例等をケーススタディとして用いるなど、より

実践的な内容で実施する。 
    ・障害のある職員との定期面談を実施する際には、配属職場に対しても聞き取り

を行い、何らかの課題が生じている場合には、課題解決に向け障害のある職員

及び配属職場に対し支援策を講じていく。 
    ・障害のある職員を支援するための障害者雇用推進支援員に対して、障害に関す

る基本的な理解や支援機関、支援体制などを説明するための障害者雇用推進支

援員サポート研修を実施する。(再掲) 
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・庁内で障害のある職員の指導・支援を行っている障害者活躍支援員について、

指導方法や支援の仕方等のスキルアップを図るため、庁内の支援員の意見交換

会や支援員を対象とした研修などの実施について検討を行う。 
・障害のある職員に対し、自分自身を含む様々な障害の特性や支援機関等の支援

体制、年次有給休暇を始めとする区の服務制度などの理解を深めるための研修

等の実施について、必要性や実施方法について検討していく。 
 
(３)障害のある職員の定着に向けた支援 

障害のある職員及びともに働く職場の職員が、お互い障害の理解を深め、安心して安

定的に働き続けることができるように、障害のある職員の職場への定着支援を行ってい

く。 

 

【目標】障害のある常勤職員の定着率の向上 

 障害のある常勤職員の採用後１年間の定着率を１００％及び採用後３年間の定着率を

９５％以上とすることを目標とする。 

 

  【指標】障害のある常勤職員の定着率               各年度３月３１日時点 

 令和５年度 

(見込み) 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

採用後１年間

の定着率 
１００％ １００％ １００％ １００％ 

採用後３年間

の定着率 
９４．１％ ９５．０％ ９５．０％ ９５．０％ 

     参考：一般企業の障害のある職員の１年後の職場定着状況 

        身体障害 ６０．８％ 知的障害 ６８．０％ 精神障害 ４９．３％ 発達障害 ７１．５％ 

        出 典 ： 「障 害 者 の 就 業状 況 等に 関 す る 調 査 研究 」 平成 ２ ９ 年 ４ 月 独 立行 政法 人          

高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター 

 

【目標達成に向けた重点的な取組み】 

① 人事課障害者雇用推進チームの支援体制の検討 
・今後の雇用率の向上に伴い、必要となる支援の体制や専門的知識の習得に対応する

ため、障害者雇用推進チームの拡充や外部の就労支援機関等を活用した支援体制の

検討、職員の研修機会の確保や定期的な勉強会の開催等を進めていく。また、庁内

の職員に対し、チームの存在と機能について周知をより一層推進していく。 
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② 職員の自己理解への支援を通じた安定した就労の推進 

   ・障害のある職員の安定した就労を目指し、職員本人の同意のもと、自己の障害状況

や特性をまとめたプロフィールシートの作成を支援していく。作成の支援にあたっ

ては、職場や就労支援機関等の関係者とも連携を取りながら、職員本人の自己理解

の促進にも努めていく。また、作成したプロフィールシートについては、今後の異

動や横転者への情報共有等への活用も検討する。 
 

③ コミュニケーション活性化のための支援 
・本人の特性や職場の状況に応じた、日々の体調及び業務の進捗確認のためのツー

ルの活用を提案し、本人と職場のコミュニケーションの活性化を図っていく。周

知にあたっては、現在行っている障害者雇用理解促進研修での紹介に加え、障害

者雇用推進チームとの面談の場や庁内公開サイト等の活用も検討する。 
 

④ 各職場における障害理解のさらなる促進 
・障害のある職員への理解を深めるため、必要に応じて、地域の就労支援機関を交  

えて、本人及び職場で情報の共有や関わり方、対応方法を深める機会を作り、職場

の職員が抱える疑問点を解消させ、障害のある職員も共に働く職員も、互いに働き      

やすい職場環境を目指していく。 
 

⑤ 採用前における仕事への向き合い方や勤務条件等の情報共有の場の設置 
・常勤職員については、採用前面談等の機会を使いながら、勤務条件や服務規定等  

について説明の機会を設けるとともに、社会人としての心構えや同じ障害者採用

の先輩職員の話を聞く機会の設置についても検討する。 
・会計年度職員についても、現在実施している採用募集事前説明会の場において、

人事課集約型職場の見学や実際の作業等の体験を導入するなど、業務に対しての

周知機会を設定していく。 
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  ⑥ 目標設定を通じた支援の導入 
・人事課集約型職場において、それぞれの職員ごとに目指すべき目標を記した、目

標シートの作成を試行的に実施する。作成した目標シートについては、支援を行

っている障害者活躍支援員とも共有し、定期的な面談で進捗の確認や振り返りに

活用し、スキルアップやモチベーションの維持を図り、安定した就労の継続へと

つなげていく。目標シートの運用の過程で一定の効果が見られた場合には、シー

トの評価・検証を行ったうえで、人事課集約型職場以外の職場においても、支援

が特に必要な職員に対して、面談等の機会を通じて、目標シートの活用を提案し

ていく。 
 

⑦ キャリアプラン形成に対する支援 
・常勤職員については、今後の異動や昇任などの将来像の明確化だけでなく、仕事

に対するモチベーションの向上に向けて、自分に合ったキャリアプランを形成で

きるように支援をしていく必要がある。例えば、自己理解を深めるためのプロフ

ィールシートの活用や、障害のある職員向けに障害者採用の先輩職員の経験談を

聞く等の新たな研修を実施する。 
・会計年度任用職員についても、面談等で新たな目標の設定や達成状況の確認を行

いながら、職務に対してのモチベーションの維持につなげつつ、自分らしいキャ

リアプランの形成を支援していく。 
・在職中に疾病・事故等で新たに障害が生じた職員についても、円滑な職場復帰の

ために必要な職場環境の整備等や働き方、キャリア形成等の配慮を行うとともに、

必要に応じて、人事課障害者雇用推進チームによる支援を行っていく。 
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７ その他の取組み 
   ・職員の募集にあたっては、職員採用説明会や職員採用パンフレット等において、

区の障害者雇用の取組みについて、積極的に周知を行っていく。また、職務を体

験できる職場実習を引き続き実施するとともに、インターンシップの実施に向け

た検討を行う。 
・特別区統一採用選考による常勤職員の採用、区独自の採用選考による会計年度任

用職員の採用により、計画的な障害者採用を行う。なお、募集・採用にあたって

は、次項の取扱いを行わない。 
ⅰ)特定の障害を排除、または特定の障害に限定 

  ⅱ)自力で通勤できる、介助者なしで業務遂行が可能、「就労支援機関に所属・

登録しており、雇用期間中支援が受けられること」といった条件の設定 
  ⅲ)特定の就労支援機関からのみの受入れの実施 

・障害者の一般就労を目的としたチャレンジ雇用を継続的に実施する。 
・難病や重度障害等を理由に職場での勤務が困難な職員に対して、テレワーク等を

活用した働き方の検討を行っていく。 
・障害者の活躍の場の拡大の推進のため、「世田谷区障害者優先調達推進方針」 

（障害福祉部障害者地域生活課）に基づく区内障害者施設等への発注に配慮する。 

・区の障害者雇用の取組みや本計画について、区ホームページ等により区民への周 

知を行うことで、区民の障害者雇用の理解促進を図る。 
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